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塩﨑　智也

は
じ
め
に

企
業
会
計
基
準
委
員
会（
以
下
、「
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
」と
い
う
）か
ら
２
０
２
４
年
９
月
13

日
に
企
業
会
計
基
準
34
号「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
」（
以
下
、「
本
会
計
基
準
」

と
い
う
）、
企
業
会
計
基
準
適
用
指
針
33

号「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用

指
針
」（
以
下
、「
本
適
用
指
針
」と
い
う
。

ま
た
、本
会
計
基
準
と
合
わ
せ
て「
新
リ
ー

ス
会
計
基
準
」と
い
う
）等
公
表
さ
れ
た
。

適
用
時
期
は
２
０
２
７
年
4
月
1
日
以
後

開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年

度
の
期
首
か
ら
原
則
適
用
と
な
っ
て
お

り
、
２
０
２
５
年
４
月
１
日
以
後
開
始
す

る
連
結
会
計
年
度
お
よ
び
事
業
年
度
の
期

首
か
ら
早
期
適
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
は
、
２
０
２
３
年

５
月
２
日
に
会
計
基
準
等
の
公
開
草
案

（
以
下
、「
本
公
開
草
案
」と
い
う
）が
公
表

さ
れ
て
か
ら
、
２
０
２
３
年
８
月
４
日
ま

で
本
公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
が
募
集
さ

れ
、
複
数
回
の
審
議
を
経
て
公
表
に
い

た
っ
て
い
る
。
現
行
の
会
計
基
準
に
お
け

る
借
手
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス

に
つ
い
て
も
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
自
動
車
・
物
流
業
、
海
運
業
お

よ
び
旅
客
運
輸
業（
鉄
道
業
）に
お
い
て
大

き
な
影
響
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
は
、
こ
の
よ
う
に

多
く
の
企
業
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が

あ
り
、
早
期
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準

が
企
業
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
借
手
の
会

計
処
理
お
よ
び
論
点
を
中
心
に
解
説
す
る
。

な
お
、
文
中
意
見
に
係
る
部
分
は
筆
者

ら
の
私
見
で
あ
る
旨
、
あ
ら
か
じ
め
申
し

添
え
る
。

自
動
車
・
物
流
業

自
動
車

⑴　
セ
ク
タ
ー
の
特
色

一
般
に
、
自
動
車（
四
輪
車
）は
２
万
～

３
万
点
の
部
品
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
お
り
、
完
成
車
メ
ー
カ
ー
で
は

こ
の
部
品
の
大
半
を
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
か
ら

調
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
完
成
車
メ
ー

カ
ー
に
直
接
部
品
を
納
入
す
る
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
委
託
先
と
な

る
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
や
素
材
を
提
供
す
る
素

材
メ
ー
カ
ー
な
ど
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

こ
の
記
事
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●自動車業の特徴として、自動車業界特有の金型取引について契約にリースを含むかどうかが論点
になると考えられる。また、固定資産が貸借対照表に占める割合が一般的には大きいと考えられ、
使用権資産を計上した場合の減損会計が論点となることが想定される。

●物流業の特徴として、自社所有の他、他者が所有する倉庫などの不動産や、船舶、航空機、車
両などの輸送手段を使用して事業を営んでいる点があげられる。それらに関連した取引にリース
が含まれるかの検討やリース期間の見積りが、中心論点として想定される。

●海運業の特徴として、従前リース範囲外とされていた定期傭船契約がリースに含まれるという点
が大きな影響となる。海運企業が借手側で定期傭船する場合、リース資産／負債が計上される
が、製造業等が製品／原材料輸送で定期傭船を利用する場合も同様の影響が生じることとなる。

●旅客運輸業（鉄道業）の特徴として、運輸事業に加えて、流通事業、不動産事業、レジャー事業といっ
た多種多様な業種を営んでいる点があげられる。共通して重要なリース契約になり得るものは不動
産に関する契約が想定され、それぞれの事業に特有の論点が存在する点がポイントとなる。

【第5回・完】
自動車・物流業、海運業、運輸業
連
載
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

第1回 小売業① 2025年1月10日・20日合併号（№1732）
第2回 小売業② 2025年2月1日号（№1733）
第3回 建設業 2025年2月10日号（№1734）
第4回 不動産業 2025年2月20日号（№1735）
第5回 自動車・物流業、海運業、運輸業 2025年3月1日号（№1736）

新リース会計基準対応
の実務ポイント

新リース会計基準対応
の実務ポイント

業種別
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業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント

が
複
雑
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
点
が
自
動
車

産
業
の
特
徴
で
あ
る
。

完
成
車
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
製
造
さ

れ
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
販
売
会
社

（
デ
ィ
ー
ラ
ー
）を
通
じ
て
消
費
者
に
販
売

さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
購
入
時

に
は
金
融
機
関
や
完
成
車
メ
ー
カ
ー
の
金

融
子
会
社
に
よ
っ
て
自
動
車
ロ
ー
ン
や
残

価
設
定
型
ロ
ー
ン
、
リ
ー
ス
な
ど
の
金
融

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く

見
受
け
ら
れ
る
。

⑵　
セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点

①　

金
型
取
引

自
動
車
業
界
に
お
い
て
、
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
は
、
完
成
車
メ
ー
カ
ー
（
あ
る
い
は

委
託
元
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
）か
ら
要
求
さ

れ
た
仕
様
を
満
た
す
部
品
を
製
造
す
る
た

め
に
、
専
用
の
金
型
を
取
得
ま
た
は
製
作

す
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
と
き
、
完
成
車
メ
ー
カ
ー
（
あ
る

い
は
委
託
元
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
）が
、
当

該
金
型
の
代
金
を
支
払
う
こ
と
が
あ
り
、

支
払
に
あ
た
っ
て
は
、
毎
月
定
額
払
す
る

ケ
ー
ス（
た
と
え
ば
、
24
カ
月
均
等
払
い
）

や
一
括
払
い
す
る
ケ
ー
ス
、
部
品
代
に
上

乗
せ
し
て
支
払
う
ケ
ー
ス
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
。

現
行
の
会
計
実
務
に
お
い
て
は
、
専
用

金
型
を
取
得
し
た
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
側
に
お

い
て
、
金
型
に
対
す
る
支
配
の
移
転
状
況

に
応
じ
て
、
金
型
の
売
却
と
し
て
会
計
処

理
す
る
ケ
ー
ス
が
広
く
見
受
け
ら
れ
、
他

方
、
完
成
車
メ
ー
カ
ー
（
あ
る
い
は
委
託

元
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
）側
に
お
い
て
は
部

品
代
と
し
て
費
用
処
理
す
る
ケ
ー
ス
が
見

受
け
ら
れ
る
が
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の

適
用
に
あ
た
っ
て
、
当
該
金
型
取
引
が

リ
ー
ス
を
含
む
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（
本
会
計
基
準
25

項
）。具

体
的
に
は
、
本
適
用
指
針
５
項
か
ら

８
項
、
お
よ
び
本
適
用
指
針
設
例
１
に
記

載
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト（
図
表
１
参
照
）に

沿
っ
て
、
契
約
に
リ
ー
ス
を
含
む
か
否
か

を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

金
型
取
引
が
リ
ー
ス
を
含
む
と
判
断
さ

れ
る
場
合
、
リ
ー
ス
の
貸
手
と
な
る
委
託

先
の
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
は
、
一
般

に
金
型
取
引
は
中
途
解
約
不
能
、
か
つ
フ

ル
ペ
イ
ア
ウ
ト
の
リ
ー
ス
契
約
の
ケ
ー
ス

が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
リ
ー
ス
の
会
計
処
理
を
行
う
こ
と
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
完
成
車

メ
ー
カ
ー
（
あ
る
い
は
委
託
元
の
サ
プ
ラ

イ
ヤ
ー
）は
リ
ー
ス
の
借
手
と
し
て
、リ
ー

ス
開
始
日
に
使
用
権
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス

負
債
を
計
上
す
る
こ
と
と
な
る
。

②　

減
損
テ
ス
ト
へ
の
影
響

自
動
車
業
界
は
車
両
や
部
品
の
製
造
・

組
立
に
多
数
の
機
械
装
置
等
の
設
備
が
必

要
で
あ
り
、
貸
借
対
照
表
に
占
め
る
固
定

資
産
の
割
合
が
高
い
ケ
ー
ス
が
多
く
見
受

け
ら
れ
る
。
ま
た
、
電
動
化
や
競
合
他
社

と
の
競
争
激
化
に
よ
る
事
業
環
境
の
変
化

や
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
混
乱
等
が
販

売
・
生
産
台
数
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
か
ら
、
固
定
資
産
の
減
損
会
計
が
重

要
な
検
討
事
項
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
適
用
に
よ
っ

て
、減
損
テ
ス
ト
対
象
と
な
る
帳
簿
価
額
、

ま
た
、
回
収
可
能
価
額
と
し
て
多
く
用
い

ら
れ
る
使
用
価
値
そ
れ
ぞ
れ
に
影
響
が
あ

る
。
帳
簿
価
額
へ
の
影
響
と
し
て
は
、
従

来
は
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
取
引

の
借
手
と
し
て
資
産
を
計
上
し
て
い
な

か
っ
た
リ
ー
ス
取
引
も
含
め
、
使
用
権
資

産
と
し
て
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
固
定
資
産
の
帳
簿
価
額
が
増
加

す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
使
用
価
値
へ

の
影
響
と
し
て
は
、
将
来
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・

フ
ロ
ー
に
お
い
て
将
来
の
リ
ー
ス
支
払
額

は
リ
ー
ス
負
債
の
返
済
に
係
る
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
ア
ウ
ト
フ
ロ
ー
と
な
る
た
め
、
資

産
グ
ル
ー
プ
に
係
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
ア
ウ

ト
フ
ロ
ー
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
と
な

り
、
使
用
価
値
が
リ
ー
ス
支
払
相
当
額
分

増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

結
果
と
し
て
は
、
固
定
資
産
の
帳
簿
価

額
と
使
用
価
値
そ
れ
ぞ
れ
が
増
加
す
る
こ

（図表１）　リースの識別のフローチャート

契
約
は
リ
ー
ス
を
含
ん
で
い
な
い

Yes

Yes

どちらにもない

No

No

No

No

供給者

Yes

Yes

顧客

特定された資産があるか

使用期間全体を通じて資産の使用方
法および使用目的を指図する権利を
有しているのは、顧客か、供給者か、
それともどちらにもないのか

顧客が、使用期間全体にわたる資産
の使用方法および使用目的を事前に
決定するように資産を設計したか

顧客が使用期間全体を通じて使用か
ら生じる経済的便益のほとんどすべ
てを得る権利を有しているか

顧客が使用期間全体を通じて資産を
稼働する権利を有していて、供給者
にはそれらの稼働指示を変更する権

利がないか

契約はリースを含む

（出所）　本適用指針設例1をもとに筆者作成
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と
に
な
り
、
減
損
テ
ス
ト
の
結
果
に
重
要

な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ

る
。
一
方
、
減
損
テ
ス
ト
の
使
用
価
値
の

算
定
に
用
い
ら
れ
る
割
引
率
は
一
般
的
に

は
Ｗ
Ａ
Ｃ
Ｃ（
加
重
平
均
資
本
コ
ス
ト
）が

用
い
ら
れ
る
一
方
、
使
用
権
資
産
の
算
定

に
用
い
ら
れ
る
割
引
率
に
つ
い
て
は
貸
手

の
計
算
利
子
率
を
知
り
得
る
場
合
に
は
当

該
利
率
、
知
り
得
な
い
場
合
に
は
借
手
の

追
加
借
入
に
適
用
さ
れ
る
と
合
理
的
に
見

積
ら
れ
る
利
率
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
割

引
率
に
差
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
減
損
の

測
定
額
に
影
響
を
及
ぼ
す
ケ
ー
ス
も
あ
る

の
で
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

⑶　
今
後
の
実
務
上
の
課
題

自
動
車
産
業
は
製
造
の
ほ
か
に
も
、
運

輸
・
販
売
・
整
備
・
資
材
な
ど
各
分
野
に

わ
た
る
広
範
な
関
連
産
業
を
持
つ
こ
と
か

ら
、
リ
ー
ス
契
約
、
賃
貸
借
契
約
の
形
態

を
と
る
取
引
以
外
に
も
リ
ー
ス
に
該
当
す

る
可
能
性
の
あ
る
取
引
形
態
が
多
岐
に
わ

た
る
可
能
性
が
あ
る（
リ
ー
ス
の
定
義
を

満
た
す
業
務
委
託
契
約
、
社
員
寮
等
）。

そ
の
た
め
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
適
用

に
あ
た
っ
て
の
影
響
度
調
査
を
行
う
場
合

に
は
、
本
社
の
経
理
部
に
加
え
て
、
社
内

の
設
備
管
理
を
行
う
部
門
や
契
約
内
容
を

管
理
す
る
法
務
部
門
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
部

署
や
グ
ル
ー
プ
会
社
と
連
携
し
な
が
ら

リ
ー
ス
と
し
て
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

る
取
引
を
洗
い
出
す
こ
と
が
必
要
と
な

る
。

⑷　
そ
の
他

完
成
車
メ
ー
カ
ー
の
な
か
に
は
、
グ

ル
ー
プ
会
社
の
不
動
産
管
理
会
社
が
ま
と

め
て
販
売
店
舗
の
土
地
や
建
物
を
所
有

し
、
各
販
売
会
社
と
リ
ー
ス
契
約
を
締
結

す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

に
お
い
て
、
販
売
会
社
で
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
リ
ー
ス
の
借
手
と
し
て
会
計
処
理

を
処
理
し
て
い
た
不
動
産
の
賃
貸
借
契
約

に
つ
い
て
使
用
権
資
産
お
よ
び
リ
ー
ス
負

債
の
計
上
が
必
要
と
な
る
こ
と
や
、
貸
手

と
な
る
不
動
産
管
理
会
社
に
お
い
て
は
サ

ブ
リ
ー
ス
取
引
の
会
計
処
理
の
検
討
が
必

要
と
な
る
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、

連
結
財
務
諸
表
上
は
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ

間
の
リ
ー
ス
取
引
を
適
切
に
消
去
す
る
た

め
の
連
結
調
整
仕
訳
の
検
討
も
必
要
と
な

る
。ま

た
、
完
成
車
メ
ー
カ
ー
は
サ
プ
ラ
イ

ヤ
ー
や
販
売
会
社
等
、
国
内
子
会
社
や
関

連
会
社
を
多
数
有
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
。新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
適
用
に
よ
り
、

リ
ー
ス
負
債
が
多
額
に
計
上
さ
れ
、
最
終

事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の

部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
２
０
０
億

円
以
上
と
な
る
場
合
、
現
行
の
会
社
法
を

前
提
と
す
る
と
、
大
会
社
に
該
当
し
会
社

法
監
査
の
対
象
と
な
る（
会
社
法
２
六
、

328
）。
そ
の
た
め
、
新
た
に
会
社
法
監
査

の
対
象
と
な
る
グ
ル
ー
プ
会
社
の
有
無
に

つ
い
て
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

物
流
業

 ⑴　

 

セ
ク
タ
ー
の
特
色 

物
流
業
で
は
、
自
社
所
有
の
他
、
他
者

が
所
有
す
る
倉
庫
な
ど
の
不
動
産
や
、
船

舶
、
航
空
機
、
車
両
な
ど
の
輸
送
手
段
を

使
用
し
て
事
業
を
営
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら

は
、
比
較
的
多
額
と
な
る
取
引
が
多
く
、

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
導
入
に
よ
る
影
響

が
、
一
般
的
に
大
き
い
業
種
と
い
わ
れ
て

い
る
。

⑵　
セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点 

①　

リ
ー
ス
期
間

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
で
は
、
借
手
の

リ
ー
ス
期
間
に
お
け
る
借
手
の
リ
ー
ス

料
を
基
礎
と
し
て
使
用
権
資
産
と
リ
ー

ス
負
債
を
計
上
す
る
た
め（
本
会
計
基
準

33
項
～
35
項
）、
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
が

オ
ン
バ
ラ
ン
ス
す
る
金
額
に
大
き
く
影
響

す
る
。
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
は
、
解
約
不

能
期
間
に
、
借
手
が
行
使
す
る
こ
と
が
合

理
的
に
確
実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
延
長
オ
プ

シ
ョ
ン
の
対
象
期
間
お
よ
び
借
手
が
行
使

し
な
い
こ
と
が
合
理
的
に
確
実
で
あ
る
解

約
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
象
期
間
を
加
え
て
決

定
す
る
こ
と
に
な
る
が（
本
会
計
基
準
15

項
）、
実
務
上
、
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン
お
よ

び
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
の
行
使
見
込
み
に
関

す
る
判
断
は
困
難
を
伴
う
こ
と
が
少
な
く

な
い
。

物
流
業
で
は
リ
ー
ス
料
が
多
額
と
な
る

取
引
が
多
く
、
リ
ー
ス
期
間
も
長
期
に
な

り
や
す
い
た
め
、
そ
の
判
定
が
財
務
諸
表

に
与
え
る
影
響
も
大
き
く
な
る
も
の
と
想

定
さ
れ
る
。
図
表
２
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
の

行
使
見
込
み
の
判
断
に
お
い
て
考
慮
す
べ

き
要
因
の
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
薬

品
や
精
密
機
械
な
ど
、
温
度
や
湿
度
な
ど

特
別
な
状
態
で
の
商
品
の
保
管
・
運
搬
が

必
要
な
場
合
、
リ
ー
ス
資
産
に
設
備
改
良

（図表２）　考慮する要因の例

●延長オプションまたは解約オプションの対象期
間に係る契約条件（リース料、違約金、残価
保証、購入オプションなど） 

●大幅な賃借設備の改良の有無 

●リースの解約に関連して生じるコスト 

●企業の事業内容に照らした原資産の重要性 

●延長オプションまたは解約オプションの行使条
件 

（出所）　本適用指針17項
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が
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

リ
ー
ス
資
産
は
リ
ー
ス
期
間
が
よ
り
長
期

に
及
ぶ
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
会
社
の
物

流
網
の
根
幹
と
な
る
配
送
セ
ン
タ
ー
な
ど

は
、
そ
の
立
地
や
機
能
に
営
業
上
の
重
要

性
が
あ
る
場
合
が
多
い
た
め
、
延
長
オ
プ

シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
と
判
断
さ
れ
る
可
能

性
が
一
般
的
に
は
高
ま
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
考
慮
す
べ
き

要
因
の
１
つ
で
あ
り
、
実
務
上
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
因
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
借
手

に
契
約
期
間
を
延
長
す
る（
ま
た
は
解
約

す
る
）経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ

る
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。　

②　

リ
ー
ス
の
識
別

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
で
は
、
契
約
が
特

定
さ
れ
た
資
産
の
使
用
を
支
配
す
る
権
利

を
一
定
期
間
に
わ
た
り
対
価
と
交
換
に
移

転
す
る
場
合
、
当
該
契
約
は
リ
ー
ス
を
含

む
も
の
と
さ
れ
て
い
る（
本
会
計
基
準
26

項
）。
こ
の
定
め
は
、
現
行
の
リ
ー
ス
会
計

基
準（
企
業
会
計
基
準
13
号「
リ
ー
ス
取
引

に
関
す
る
会
計
基
準
」）で
は
置
か
れ
て
い

な
か
っ
た
も
の
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
リ
ー
ス

取
引
と
し
て
会
計
処
理
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
契
約
に
、
リ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
と
判
断

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
物
流
業
で
は
、
特

定
の
資
産
を
使
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
要
素
を

含
む
契
約
が
存
在
す
る
た
め
、
当
該
判
断

が
困
難
に
な
る
場
合
が
想
定
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
倉
庫
を
使
用
し
た
保
管

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
契
約
が
あ
る
場

合
、
当
該
契
約
は
保
管
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

な
の
か
、
倉
庫（
の
一
部
）の
リ
ー
ス
な
の

か
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
運
送

契
約
に
つ
い
て
も
、
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
な
の
か
、
船
舶
、
航
空
機
、
車
両
な
ど

の
運
送
手
段
の
リ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
の
か

の
判
断
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
ら
の
判
断
に
際
し
て
、
考
慮
す
べ

き
ポ
イ
ン
ト
の
一
例
は
図
表
３
の
と
お
り

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で

例
示
で
あ
り
、
そ
の
他
の
契
約
上
の
制
限

や
要
因
も
考
慮
し
た
う
え
で
、
最
終
的
な

判
断
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
図
表

３
は
契
約
に
リ
ー
ス
が
含
ま
れ
る
か
否
か

の
判
断
の
際
の
要
点
の
み
を
抜
粋
し
た
も

の
で
あ
り
、
実
際
に
判
定
す
る
際
に
は
、

本
適
用
指
針
設
例
１
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト

（
前
記
図
表
１
参
照
）等
を
参
照
し
、
慎
重

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑶　
今
後
の
実
務
上
の
課
題 

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
へ
の
対
応
を
考
え

る
に
あ
た
り
、
大
き
な
見
直
し
が
必
要
に

な
る
項
目
と
し
て
主
に
次
の
3
つ
が
考
え

ら
れ
る
。

・ル
ー
ル

会
計
処
理
方
針
、開
示
方
針
、業
務
マ

ニュ
ア
ル
の
整
備

・プ
ロ
セ
ス

契
約
情
報
の
収
集・管
理
、リ
ー
ス
判
定

プ
ロ
セ
ス（
新
規・継
続
）、連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
に
よ
る
情
報
収
集
、契
約
情
報
の
棚
卸

・シ
ス
テ
ム

リ
ー
ス
会
計
シ
ス
テ
ム
の
導
入・改
修
、

契
約
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入・改
修
、デ
ー

タ
連
携・入
力

こ
れ
ま
で
の
会
計
基
準
の
導
入
と
比
較

し
て
も
、
導
入
ま
で
に
多
大
な
コ
ス
ト
と

時
間
を
要
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
た

め
、
早
期
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
化
し
、
適
用

ま
で
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
策
定
し
て
い
く

こ
と
が
望
ま
れ
る
。

⑷　
そ
の
他
の
論
点

①　

減
損
会
計　

使
用
権
資
産
に
つ
い
て
も
、
固
定
資
産

の
減
損
に
係
る
会
計
基
準
の
適
用
対
象
と

（図表３）　契約にリースが含まれるか判断する際の一例

取引内容

資産が特定されているか 資産の使用を支配する権利が
移転しているか

YESの可能性
が高まる

NOの可能性
が高まる

YESの可能性
が高まる

NOの可能性
が高まる

倉庫を利用し
た保管サービ
スの提供

倉庫内におい
て、顧客が使
用する区画が
特定されてお
り、サプライ
ヤーは、顧客
が商品を保管
する区画を変
更できない。

倉庫内におい
て、顧客が使
用する区画が
特定されてお
らず、サプラ
イヤーが顧客
から商品を預
り、保管する
スペースを自
由に決定する。

顧客が、特定
の区画におけ
るレイアウト
の変更や、契
約で定められ
た用途制限の
範囲内で保管
する商品や保
管方法を決定
できる。

保管する商品
の変更や保
管方法につい
て、サプライ
ヤーの承諾が
必要である。

車両を使用し
た貨物輸送
サービスの提
供

使用する車両
が特定されて
おり、サプラ
イヤーは使用
する車両を変
更できない。

使用する車両
が特定されて
おらず、サプ
ライヤーが輸
送義務を果た
すうえで使用
する車両を自
由に決定でき
る。

輸送する貨物
の品目、輸送
場所、輸送日
を顧客が自由
に決定できる。

輸送する貨物
の品目、輸送
場所、輸送日
について契約
であらかじめ
定められてお
り、顧客はそ
れらを変更す
る権利を有し
ていない。

※　いずれもYESの場合、リースが含まれていると判断される。	
（出所）　EY新日本有限責任監査法人「IFRS第16号『リース』が物流業に与える影響』（情報センサー

（2021年2月号））を筆者一部変更

業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント
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な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
検

討
が
必
要
に
な
る
点
に
つ
い
て
も
、
留
意

が
必
要
で
あ
る
。

②　

会
社
法
監
査
対
象
と
な
る
可
能
性

物
流
業
は
、
新
リ
ー
ス
会
計
基
準
の
影

響
が
大
き
い
業
種
と
さ
れ
て
お
り
、
会
計

基
準
適
用
後
、
リ
ー
ス
負
債
が
多
額
に
計

上
さ
れ
、
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対

照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計

額
が
２
０
０
億
円
以
上
と
な
り
、
会
社
法

監
査（
法
定
監
査
）の
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
る（
会
社
法
２
六
、
328
）。

海
運
業

セ
ク
タ
ー
の
特
色

狭
義
の
海
運
業
は
船
舶
を
用
い
て
旅
客

ま
た
は
貨
物
を
海
上
輸
送
す
る
と
い
う

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
収
益
を
得

る
事
業
体
を
指
し
、
広
義
に
お
い
て
は
船

舶
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
益
を
得

る
事
業
体（
船
舶
貸
渡
業
）も
含
む
。
い
ず

れ
の
事
業
に
お
い
て
も
船
舶
と
い
う
資
産

を
運
用
し
て
収
益
を
得
る
こ
と
で
は
共
通

し
て
お
り
、
使
用
す
る
船
舶
を
調
達
す
る

方
法
と
し
て
自
社
で
船
舶
を
建
造
・
買
船

す
る
以
外
に
他
社
か
ら
傭
船（
船
舶
を
賃

借
す
る
こ
と
）を
行
う
こ
と
も
歴
史
的
に

広
く
行
わ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
、新
リ
ー

ス
会
計
基
準
導
入
に
よ
る
影
響
が
非
常
に

大
き
い
セ
ク
タ
ー
で
あ
る
と
い
え
る
。

ま
た
、「
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及

び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
」２
条
に
定

義
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る「
別
記
事
業
」

（
水
運
業
）に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
対
応

す
る
準
則
で
あ
る「
海
運
企
業
財
務
諸
表

準
則
」（
以
下
、「
海
運
業
準
則
」と
い
う
）と

本
会
計
基
準
お
よ
び
本
適
用
指
針
に
示
さ

れ
た
処
理（
勘
定
科
目
）と
の
整
合
性
を
ど

の
よ
う
に
図
る
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と

な
り
得
る（
２
０
２
５
年
１
月
末
時
点
に

お
い
て
海
運
業
準
則
は
改
訂
が
な
さ
れ
て

い
な
い
）。

セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点

⑴　
定
期
傭
船
契
約
の
本
会
計
基
準

お
よ
び
本
適
用
指
針
上
の
取
扱
い

貨
物
船
の
傭
船
契
約
に
つ
い
て
は
図
表

４
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。

定
期
傭
船
契
約
と
は
一
定
期
間
を
定
め

て
船
主
が
船
舶
に
船
員
を
配
乗
さ
せ
傭
船

者
に
貸
与
す
る
契
約
で
あ
る
。
裸
傭
船
契

約
と
の
違
い
は
船
長
含
む
船
員
の
手
配
と

修
繕
、
保
険
、
船
用
品
調
達
な
ど
の
船
舶

管
理
を
船
主
が
行
う
の
か
、
傭
船
者
が
行

う
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
裸
傭
船
に
お

い
て
は
そ
れ
ら
を
傭
船
者
が
行
う
が
定
期

傭
船
に
お
い
て
は
船
主
が
行
う
形
に
な

る
。そ

の
た
め
、
従
前
も
裸
傭
船
契
約
は

リ
ー
ス
契
約
と
し
て
会
計
上
取
り
扱
わ
れ

て
き
た
が
、
定
期
傭
船
契
約
は
船
員
手
配

や
船
舶
管
理
と
い
う
役
務
提
供
を
船
主
が

行
う
た
め
、
役
務
提
供
契
約
の
一
種
で
あ

る
と
し
て
リ
ー
ス
契
約
と
し
て
の
取
扱
い

が
実
務
上
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た（
オ
ペ

レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
と
し
て
の
注
記

も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
に
お
い
て
は

「
リ
ー
ス
」を「
原
資
産
を
使
用
す
る
権
利

を
一
定
期
間
に
わ
た
り
対
価
と
交
換
に
移

転
す
る
契
約
又
は
契
約
の
一
部
分
を
い

う
」（
本
会
計
基
準
６
項
）と
定
義
す
る
と

と
も
に
、「
借
手
及
び
貸
手
は
、
リ
ー
ス
を

含
む
契
約
に
つ
い
て
、原
則
と
し
て
、リ
ー

ス
を
構
成
す
る
部
分
と
リ
ー
ス
を
構
成
し

な
い
部
分
と
に
分
け
て
会
計
処
理
を
行

う
」（
本
会
計
基
準
28
項
）と
さ
れ
て
お
り
、

定
期
傭
船
契
約
に
含
ま
れ
る
構
成
要
素
の

う
ち
、
リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部
分
、
す
な

わ
ち
、
原
資
産
を
使
用
す
る
権
利
部
分
を

区
分
し
て
リ
ー
ス
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
定
期
傭
船
契
約

に
含
ま
れ
る
当
該
権
利
部
分
と
そ
れ
以
外

の
部
分
を
い
か
に
し
て
区
分
す
る
か
と
い

う
検
討
が
必
要
と
な
る
。

⑵　
定
期
傭
船
契
約
に
類
似
す
る
傭

船
契
約
の
取
扱
い

図
表
４
の
航
海
傭
船
契
約
の
う
ち
、
一

般
航
海
傭
船
契
約
と
は
特
定
の
船
腹
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
船
主
が
荷
主
に
貸
し
て

物
品
の
運
送
を
引
き
受
け
る
契
約
を
指

し
、
通
常
の
不
定
期
船
に
お
け
る
一
航
海

当
た
り
の
運
送
契
約
で
あ
る
。
ま
た
、
連

続
航
海
傭
船
契
約
と
は
一
般
航
海
傭
船
契

約
を
複
数
回（
一
定
期
間
）行
う
契
約
を
指

す
。
数
量
引
受
契
約
と
は
物
品
の
運
送
に

関
し
て
運
送
量
や
運
送
期
間
を
定
め
て
行

う
傭
船
契
約
で
あ
り
、
連
続
航
海
傭
船
契

約
に
類
似
は
し
て
い
る
が
、
数
量
引
受
契

（図表４）　貨物船の傭船契約

定期傭船契約

裸傭船契約

航海傭船契約 一般航海傭船契約

連続航海傭船契約

数量引受契約



経理情報●2025.3.1（No.1736）43

約
は
船
舶
の
特
定
は
行
わ
な
い
と
い
う
点

で
異
な
る
。

こ
れ
ら
の
契
約
を
リ
ー
ス
契
約
と
し
て

取
り
扱
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
契
約

上
、
原
資
産（
船
舶
）の
特
定
が
な
さ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
が
１
つ
の
判
断
基
準
と
な

り
得
る
と
考
え
る（
本
適
用
指
針
６
項
）。

た
だ
し
、
契
約
上
は
船
舶
の
特
定
は
な
さ

れ
て
い
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
は
特
定

さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー

ス
で
の
検
討
は
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
海
運
企
業
が
連
続
航
海
傭
船
契

約
や
数
量
引
受
契
約
で
船
腹
を
調
達
す
る

ケ
ー
ス
は
ほ
ぼ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
検
討
は
主
に
海
運
企
業
と

こ
れ
ら
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
り

製
品
等
の
輸
送
を
行
う
企
業（
自
動
車
、

鉄
鋼
な
ど
の
製
造
業
）で
な
さ
れ
る
こ
と

と
な
る（
借
手
側
の
リ
ー
ス
契
約
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
検
討
）。

⑶　
リ
ー
ス
期
間（
傭
船
期
間
）の
検

討新
リ
ー
ス
会
計
基
準
に
お
い
て
、「
借
手

の
リ
ー
ス
期
間
」に
つ
い
て
は
、
解
約
不

能
期
間
に
次
を
加
え
た
期
間
と
さ
れ
て
い

る
。

・
借
手
が
行
使
す
る
こ
と
が
合
理
的
に
確

実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
延
長
オ
プ
シ
ョ
ン

の
対
象
期
間

・
借
手
が
行
使
し
な
い
こ
と
が
合
理
的
に

確
実
で
あ
る
リ
ー
ス
の
解
約
オ
プ
シ
ョ

ン
の
対
象
期
間

な
お
、
貸
手
の
み
が
リ
ー
ス
を
解
約
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
、
当
該
期
間

は
借
手
の
解
約
不
能
期
間
に
含
ま
れ
る

（
本
会
計
基
準
31
項
）。

ま
た
、「
貸
手
の
リ
ー
ス
期
間
」に
つ
い

て
は
、「
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
と
同
様
に
決

定
す
る
方
法
」の
他
、「
借
手
が
原
資
産
を

使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
解
約
不
能
期
間

（
事
実
上
解
約
不
能
と
認
め
ら
れ
る
期
間

を
含
む
。）に
リ
ー
ス
が
置
か
れ
て
い
る
状

況
か
ら
み
て
借
手
が
再
リ
ー
ス
す
る
意
思

が
明
ら
か
な
場
合
の
再
リ
ー
ス
期
間
を
加

え
て
決
定
す
る
方
法
」の
い
ず
れ
か
を
選

択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る（
本
会
計
基

準
32
項
）。

傭
船
契
約
に
お
い
て
は
延
長
オ
プ
シ
ョ

ン
あ
る
い
は
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
が
設
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
当
該
資
産
の
運

用
に
つ
い
て
経
済
的
合
理
性
を
踏
ま
え
た

う
え
で
の
リ
ー
ス
期
間
の
検
討
が
必
要
と

な
る
。

な
お
、
外
航
海
運
業
の
場
合
、
パ
ナ
マ

や
リ
ベ
リ
ア
と
い
っ
た
タ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ

ブ
ン
国
等（
便
宜
地
国
）に
設
立
し
た
子
会

社
に
船
舶
を
所
有
さ
せ
た
う
え
で
親
会
社

が
当
該
船
舶
を
傭
船
す
る
と
い
う
ス
キ
ー

ム
が
あ
り
仕
組
船（
便
宜
置
籍
船
）と
呼
ば

れ
る
。
子
会
社
で
あ
る
た
め
傭
船
期
間
に

つ
い
て
契
約
上
自
由
に
定
め
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る（
当
該
期
間
終
了
後
更
新
可

能
）。し

か
し
、
仕
組
船
は
親
会
社
で
船
舶
を

保
有
す
る
代
わ
り
に
、
低
コ
ス
ト
の
外
国

人
船
員
の
配
乗
、
登
記
費
用
や
固
定
資
産

税
の
負
担
の
削
減
と
い
っ
た
目
的
の
た
め

に
便
宜
地
国
に
設
立
し
た
子
会
社
に
船
舶

を
保
有
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
は
当

該
船
舶
の
使
用
可
能
期
間
に
わ
た
っ
て
裸

傭
船
契
約
が
継
続
す
る
。
そ
の
た
め
、
個

別
決
算
上
は
当
該
船
舶
の
経
済
的
耐
用
年

数
な
ど
の
予
定
リ
ー
ス
期
間
を
検
討
し
、

会
計
処
理
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら

れ
る（
連
結
上
は
連
結
子
会
社
所
有
の
船

舶
が
連
結
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
る
と

共
に
傭
船
契
約
は
相
殺
消
去
さ
れ
る
）。

今
後
の
実
務
上
の
課
題

前
記「
セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点
」ま
で
に

述
べ
た
と
お
り
、
リ
ー
ス
と
し
て
取
り
扱

う
傭
船
契
約
と
そ
れ
以
外
の
傭
船
契
約
を

ど
う
区
別
す
る
か
、
傭
船
契
約
に
含
ま
れ

る
リ
ー
ス
を
構
成
す
る
部
分
と
そ
れ
以
外

を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
か
、
あ
る
い
は

リ
ー
ス
期
間
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る
か

な
ど
契
約
形
態
に
応
じ
た
判
断
の
ル
ー
ル

化
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
導

入
の
検
討
も
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
の
他

前
記「
セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点
」⑴
の
記

載
の
と
お
り
、
別
記
事
業
と
し
て「
海
運

業
準
則
」が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
傭
船
契

約
に
関
す
る
収
益
費
用
は「
貸
船
料
」お
よ

び「
借
船
料
」と
い
う
科
目
を
用
い
る
と
規

定
さ
れ
て
お
り
、
勘
定
科
目
と
含
ま
れ
る

金
額（
利
息
部
分
を
ど
う
表
示
す
る
か
な

ど
）の
検
討
が
必
要
で
あ
る（
海
運
業
準
則

は
個
別
財
務
諸
表
の
開
示
の
み
を
定
め
て

い
る
た
め
、
連
結
財
務
諸
表
の
科
目
の
整

合
性
を
ど
う
図
る
か
の
検
討
も
含
む
）。

定
期
傭
船
契
約
等
、
本
会
計
基
準
お
よ

び
本
適
用
指
針
適
用
前
に
は
リ
ー
ス
の
範

囲
に
含
め
て
い
な
か
っ
た
も
の
が 

リ
ー

ス
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
た
め
、
リ
ー
ス

注
記
の
開
示
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
が
、
逆
に
企
業
会
計
基
準
29
号「
収

益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
」の
対
象
で

は
な
く
な
る
た
め
、
収
益
認
識
関
係
注
記

な
ど
か
ら
は
除
か
れ
る
点
に
留
意
が
必
要

で
あ
る
。

業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント
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旅
客
運
輸
業（
鉄
道
業
）

セ
ク
タ
ー
の
特
色

鉄
道
業
は
、
基
幹
と
な
る
鉄
道
事
業
に

加
え
て
、グ
ル
ー
プ
会
社
に
お
い
て
バ
ス
、

タ
ク
シ
ー
お
よ
び
貨
物
運
送
な
ど
の
運
輸

事
業
、
百
貨
店
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
流
通

事
業
、
不
動
産
開
発
や
商
業
施
設
な
ど
の

不
動
産
事
業
、
ホ
テ
ル
な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー

事
業
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
業
種
を
営
ん

で
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

い
ず
れ
の
事
業
に
お
い
て
も
、
共
通
し

て
重
要
な
リ
ー
ス
契
約
に
な
り
得
る
も
の

は
不
動
産
に
関
連
す
る
契
約
で
あ
り
、
不

動
産
に
つ
い
て
は
グ
ル
ー
プ
会
社
間
で
の

賃
貸
借
契
約
が
多
い
こ
と
も
特
色
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。

以
下
で
は
、
各
事
業
で
特
徴
的
な
取
引

や
契
約
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
論
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

セ
ク
タ
ー
特
有
の
論
点

⑴　
鉄
道
事
業

鉄
道
業
に
お
い
て
特
徴
的
な
取
引
や
契

約
は「
車
両
使
用
」、「
線
路
使
用
」お
よ
び

「
区
分
地
上
権
」が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
車
両
使
用
」は
、
他
社
と
の
相
互
乗
入

れ
や
直
通
運
転
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
他
社
が
有
す
る
鉄
道
車
両
を
使
用
し

て
自
社
路
線
を
運
行
す
る
こ
と
に
対
し

て
、
他
社
に
車
両
使
用
料
を
支
払
う
取
引

で
あ
る
。
当
該
取
引
は
他
社
の
車
両
を
使

用
す
る
取
引
で
あ
る
も
の
の
、
他
社
も
他

社
路
線
上
で
は
当
該
車
両
を
使
用
し
て
い

る
た
め
、
本
適
用
指
針
５
項
の
要
件
を
充

足
し
リ
ー
ス
を
識
別
す
る
か
検
討
が
必
要

と
な
る
。

ま
た
、「
線
路
使
用
」は
、
第
二
種
鉄
道

事
業
と
し
て
、
他
社
が
有
す
る
鉄
道
線
路

施
設
を
使
用
し
て
自
社
路
線
と
し
て
鉄
道

を
運
行
す
る
場
合
に
、
当
該
鉄
道
線
路
施

設
の
使
用
料
を
他
社
に
支
払
う
取
引
で
あ

る（
い
わ
ゆ
る
、
上
下
分
離
方
式
）。
当
該

取
引
は
複
数
社
で
共
同
使
用
す
る
ケ
ー
ス

も
あ
り
、
取
引
実
態
や
契
約
内
容
を
詳
細

に
把
握
し
た
う
え
で
、
本
適
用
指
針
５
項

の
要
件
を
充
足
し
リ
ー
ス
を
識
別
す
る
か

慎
重
な
検
討
が
必
要
と
な
る
。な
お
、リ
ー

ス
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
、

リ
ー
ス
期
間
が
長
期
と
な
る
こ
と
も
想
定

さ
れ
る
こ
と
か
ら
鉄
道
事
業
に
お
い
て
重

要
な
論
点
を
有
す
る
取
引
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、「
区
分
地
上
権
」は
、
た
と
え
ば

鉄
道
線
路
な
ど
の
た
め
に
他
者
が
有
す
る

土
地
の
地
下
に
ト
ン
ネ
ル
を
設
置
す
る
際

に
、
土
地
の
所
有
者
に
利
用
料
を
支
払
う

こ
と
で
地
下
を
使
用
す
る
権
利
を
得
る
取

引
で
あ
る
。
地
上
権
は
鉄
道
事
業
会
計
規

則
で
借
地
権
と
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
は
開
示
上
は

借
地
権
に
含
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
本
適
用
指
針
27
項
で
は「
借
地
権
」

に
つ
い
て
例
外
的
な
処
理
を
定
め
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
対
象
は「
旧
借
地
権
の
設
定

に
係
る
権
利
金
又
は
普
通
借
地
権
の
設
定

に
係
る
権
利
金
等
」と
定
め
ら
れ
て
い
る
う

え
、
本
適
用
指
針
４
項
３
号
で
は「『
借
地

権
』と
は
、
建
物
の
所
有
を
目
的
と
す
る

地
上
権
又
は
土
地
の
賃
借
権
を
い
う
」と
定

め
ら
れ
て
お
り
、
旧
借
地
法
や
借
地
借
家

法
の
範
囲
と
な
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
点
、
区
分
地
上
権
が
本
適
用

指
針
に
お
け
る
借
地
権
に
含
ま
れ
る
か
明

確
で
は
な
く
、
検
討
が
必
要
と
な
る
。

⑵　
運
輸
事
業

運
輸
事
業
に
お
い
て
特
徴
的
な
取
引
や

契
約
は「
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
使
用
」や「
傭

車
契
約
」が
挙
げ
ら
れ
る
。

「
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
使
用
」は
、
自
社
路

線
の
バ
ス
が
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
使
用
す

る
こ
と
に
対
し
て
使
用
料
を
支
払
う
契
約

で
あ
る
。
当
該
取
引
は
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

を
使
用
す
る
取
引
で
あ
る
も
の
の
、
一
般

的
に
は
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
乗
降
場
は
時

間
帯
に
よ
っ
て
他
社
路
線
の
バ
ス
も
使
用

す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
取
引

の
実
態
を
考
慮
し
て
本
適
用
指
針
5
項
の

要
件
を
充
足
し
リ
ー
ス
を
識
別
す
る
か
検

討
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、「
傭
車
契
約
」は
、
自
社
で
請
け

負
っ
た
貨
物
運
送
に
つ
い
て
協
力
会
社
に

運
送
を
再
委
託
す
る
契
約
で
あ
る
。
当
該

契
約
に
つ
い
て
は
、
配
送
ル
ー
ト
の
指
定

の
み
で
ど
の
車
両
を
使
用
す
る
か
は
協
力

会
社
の
裁
量
で
決
定
で
き
る
ケ
ー
ス
や
、

車
両
ナ
ン
バ
ー
を
特
定
し
た
う
え
で
長
期

に
わ
た
り
自
社
の
運
送
の
た
め
の
み
に
使

用
で
き
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
契
約
の
詳
細
を
把
握
し
て
本
適

用
指
針
５
項
の
要
件
を
充
足
し
リ
ー
ス
を

識
別
す
る
か
検
討
が
必
要
と
な
る
。

⑶　
流
通
事
業

流
通
事
業
に
お
い
て
特
徴
的
な
取
引
や

契
約
は
、
第
１
回
お
よ
び
第
２
回「
小
売

業
」で
記
載
の
内
容
と
類
似
す
る
。
そ
の

た
め
、
第
１
回
お
よ
び
第
２
回「
小
売
業
」

の
記
載
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑷　
不
動
産
事
業

不
動
産
事
業
に
お
い
て
特
徴
的
な
取
引
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塩﨑　智也（しおざき・ともや）
EY新日本有限責任監査法人　FAAS事業部所属
パートナー
公認会計士
監査事業部にて法定監査業務に従事したのち、
現部門に所属。IFRS導入支援サービスをはじめ、
さまざまな財務会計アドバイザリー業務を提供。
現在、新リース会計基準導入支援業務に多数従
事。

内田　聡（うちだ・さとし）
EY新日本有限責任監査法人　
西日本事業部所属
パートナー
公認会計士
1993年に太田昭和監査法人（現　EY新日本有限
責任監査法人）入所。以後、海運業を中心に上
場会社の監査業務に従事。日本公認会計士協会
海運業研究部会部会長などを経験し、現在、EY
新日本海運セクターナレッジリーダーとして活動
している。

奥山　浩平（おくやま・こうへい）
EY新日本有限責任監査法人　第5事業部所属
シニアマネージャー
公認会計士
物流業、建設・不動産業を中心に上場会社等の
監査業務に従事。共著に、『Q＆A固定資産の会
計実務』、『不動産取引の会計・税務Q＆A（第4版）』
（いずれも、中央経済社）がある。

小川　春樹（おがわ・はるき）
EY新日本有限責任監査法人　第5事業部所属
シニアマネージャー
公認会計士
2012年に新日本監査法人（現　EY新日本有限責
任監査法人）入所。自動車業を中心として上場会
社の監査業務に従事。

や
契
約
は
、
第
４
回「
不
動
産
業
」で
記
載

の
内
容
と
類
似
す
る
た
め
、
第
４
回「
不

動
産
業
」の
記
載
を
参
照
さ
れ
た
い
。

た
だ
し
、
鉄
道
業
は
古
く
か
ら
の
契
約

が
存
在
し
契
約
関
係
が
複
雑
に
な
る
こ
と

も
多
く
、
不
動
産
物
件
に
つ
い
て
も
共
同

で
所
有
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ

る
。
賃
貸
用
物
件
や
商
業
施
設
に
つ
い
て

共
同
で
所
有
す
る
場
合
で
は
、
自
社
以
外

の
他
者
が
所
有
す
る
持
分
を
借
り
受
け
て

営
業
を
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
物
理
的
に

区
分
さ
れ
て
い
な
い
共
有
持
分
を
借
り
受

け
る
取
引
が
本
適
用
指
針
５
項
の
要
件
を

充
足
し
リ
ー
ス
を
識
別
す
る
か
検
討
が
必

要
と
な
る
。

⑸　
レ
ジ
ャ
ー
事
業

レ
ジ
ャ
ー
事
業
の
う
ち
ホ
テ
ル
に
関
連

す
る
特
徴
的
な
取
引
や
契
約
は
、「
ホ
テ
ル

施
設
に
関
す
る
契
約
」が
挙
げ
ら
れ
る
。

ホ
テ
ル
の
運
営
会
社
は
、
ホ
テ
ル
施
設
に

つ
い
て「
リ
ー
ス
契
約
や
賃
貸
借
契
約
」に

よ
り
賃
借
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、「
運
営

委
託
契
約
」に
よ
り
ホ
テ
ル
の
運
営
を
受

託
す
る
こ
と
で
使
用
す
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。
契
約
形
態
で
リ
ー
ス
か
否
か
を
判
断

す
る
の
で
は
な
く
、
契
約
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
記
載
が
さ
れ
て
い
る
か
実
態
を
把

握
し
た
う
え
で
本
適
用
指
針
５
項
の
要
件

を
充
足
し
リ
ー
ス
を
識
別
す
る
か
検
討
が

必
要
と
な
る
。

ま
た
、
ホ
テ
ル
施
設
に
関
す
る
契
約
で

は
、
ホ
テ
ル
の
運
営
会
社
が
施
設
の
所

有
者
に
施
設
の
利
用
料
と
し
て「
Ｇ
Ｏ
Ｐ

（G
ross O

perating Profit

）」の
○
％

を
支
払
う
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
み
ら
れ
、
Ｇ
Ｏ
Ｐ
の
う
ち
支
払
う
割

合
が
高
い
場
合
は
本
適
用
指
針
５
項
の

「
経
済
的
利
益
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
享

受
す
る
」こ
と
に
該
当
す
る
か
検
討
が
必

要
と
な
る
。
検
討
の
結
果
、
リ
ー
ス
と
識

別
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
指
数
ま
た

は
レ
ー
ト
に
応
じ
て
決
ま
る
も
の
以
外
の

変
動
リ
ー
ス
料
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ

る
た
め
、
使
用
権
資
産
や
リ
ー
ス
負
債
に

つ
い
て
オ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
対
象
と
な
ら
な

い
と
い
う
視
点
で
は
同
じ
で
あ
る
も
の

の
、
リ
ー
ス
と
識
別
さ
れ
た
場
合
は
、
変

動
リ
ー
ス
料
に
つ
い
て
注
記
が
必
要
と
な

る
点
で
相
違
す
る
こ
と
な
る
。

今
後
の
実
務
上
の
課
題

鉄
道
業
で
は
、
グ
ル
ー
プ
内
の
各
業
種

に
お
い
て
不
動
産
に
関
す
る
契
約
が
多
数

存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
リ
ー
ス
契
約
の
管

理
お
よ
び
使
用
権
資
産
や
リ
ー
ス
負
債
の

算
定
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
改
修

を
実
施
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
導
入
や
改
修

に
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
会

計
的
な
論
点
に
つ
い
て
は
早
期
に
検
討
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
前
記
の
と
お
り
グ
ル
ー
プ
内
の

各
業
種
に
お
い
て
リ
ー
ス
の
識
別
の
論
点

が
多
数
存
在
す
る
。
会
計
基
準
の
継
続
的

な
運
用
の
た
め
に
は
、
契
約
所
管
部
署
が

一
次
的
に
リ
ー
ス
の
識
別
を
判
断
す
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
断
す

る
た
め
の
業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
フ
ロ
ー

チ
ャ
ー
ト
の
整
備
に
加
え
、
エ
ラ
ー
を
発

見
す
る
た
め
の
統
制
の
構
築
に
つ
い
て
も

重
要
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
原
則

適
用
年
度
の
前
に
契
約
所
管
部
署
へ
の
周

知
を
入
念
に
実
施
す
る
ほ
か
、
ト
ラ
イ
ア

ル
を
実
施
す
る
こ
と
で
運
用
面
の
課
題
の

つ
ぶ
し
こ
み
を
す
る
こ
と
が
重
要
と
な

る
。

業種別　新リース会計基準対応の実務ポイント


